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てん菜生産政策における費用と価格

(1933-1959) 

桃野作次郎

I 価値実現の低位性の概観

本稿は製糖原料作物てん菜の生産における価値実現がどのように行われて米

たかについての要因を J~J らかにしようとしたものである。

この為に使用しNた資料は昭和8年以降のてん菜生産費調査報告書である。

これらを反当生産額，L(当主rtJ，労働報酬などの諸項目に分類し時系列的に総
括すると第 1表のごとくである。

第 1哀を概括すると，てん菜生産の経済事情は、1'1]然と二つの時期に分かれて

いることが明らかである。すなわち昭和26年以前と昭和127年以降がこれであ

るO すなわち，前の時代はてん菜生産がその生庭のために投入した用役の価値

を実現し得なかった時代であり，後の時代はその価値を実現していた時代であ

るo2， 3の関係を考察するに反当生産的支出を 100とする{面倒実現(第1表1

項参照〕は前者の調査年数14ヶ年中13ヶ年までがその投入をカバーするに程

遠く生産の為に投入された価値の約4分の 3，75%の実現をみるにすぎーなし、。

そのはなはだしきは投入総価値の 2分の 1しか実現しなかった年さえあった。

後期のそれは昭和27年における価値実現場Eが128と尚まりその後この実現不

はいまらく継続した。

前期におけるてん菜生皮の経済ーとくに初期の間は裁情とにおける未経験から

生J/医者は予期せざる失買が避けられぬものとされていたため，国はこれが育成

のため各種の補助金を考慮した。したがって前期のてん荒生庵経済は前述の外

補助金を加へて考察することが必要であろう。その額(第 1表F項参照)は，

生皮価格の約4分の 1に相当するものであったが，生産価格にこの補助金を加

えても生産のために投人された価値総額は泣くに及ばなかったのである。しか

らばこのようなてん菜生庭における価値実現の不十分さはどこにあったのか，

もともとてん菜毘業の成立のためには第一に，
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(1) 自然的にも社会 第1表てん菜生産の経済分析表

的にも特定の条件を必要 その 1

とする tFl寸額lベア|(2) その栽培ーには多

くの資本と労働を必要と

するばかりでなく，これ

らの使用に熟練した経験

が必要である

ことこれである。

にもかかわらず大部分の

てん菜栽培はそれらの条

件の備わっていない地帯

に分布していたのであ

る。第二は原料てん菜価

格の低さこれであるO 前

者に関しては既に明らか

にしたので1剖ここでは

てん菜農業不振の最も大

きなi空白というべき原料

てん菜価格の低さについ

ての分析結果を記述する

こととする。

第 1図は昭和9年より

昭和11年までの 3ヶ年間

の平均価格を基準とした

主要作物の価格の変化を

比較したものである。こ

れによるとてん菜価絡水

準の上向傾向は昭和12，3

年頃までは他の作物に比
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し概ね大差ないが，その後てん菜価格の上舛傾向は他作物に比べ年とともに低

下し，その阪は昭和 19，20年(第一図参照〉の如き持しい隔差さえ現われたの

である。
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II 価値実現低位性の本質

てん菜価格の低さは以上のような相均的な比較だけの説明では不十分であ

る。正しい比較は基準年次におけるてん菜価格が適正に定められていたか石か

を検証することから始めねばならなし、。第2表はこの点を明らかにするため比
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較作物の基準年次におけ

る収益性を明らかにした
その 3

ものである。 ;ょ11収益率I収 益加(L算)率)i|i 投下労働10削棚]こにれよるとこの期間
(補G/助D金= 実質賃銀額

E/D = (K) I 'G/b~(L)' I ，---(IvI) 
におけるてん菜の収益 拍 !~ rq 

昭和 8 20.8
1 

3.5 0.98 
はマイナスとなってい 9 21.2 5.2 1.10 

るばかりでなくその大い 10 - 23.1 1.10 

さは他作物の収益額水準 11 25.5 41 
- 11.5 1.06 

と比べ著しきものがあ 12 30. - 17.7 1.25 

る。この時代における主 13 1.0 1.69 

要作物の中には，てん菜 14 50. - 43.1 2.20 

のごとく反当収益がマイ 15 43. - 35.2 2.45 

ナスのものも 1，2指適す 16 29. - 21.4 2.46 

ることができるが，その
17 29. - 26.7 2.75 

大いさはてん菜の 6分の
18 52.2i - 52.2 2.95 

1ないし 7分の 1程度の
19 

20 2.70 
ものである O このごとく

21 3.0 47.60 
てん菜生産のために投入 22 

された価値の実現が若し 23 

く低かったのは，立地に 24 

おける問題とともにその 25 

22581172 R ! 

価格の低さが決定的であ 26 274.85 

ったというべきで， この 27 28.2 338.70 

28 370.88 侭さが長らく維持された 1.7j 

のである。この{尽さはど 29 30.41 30.4; 377.10 

のようにして決められ，
30 22.3

1 

22.31 413.88 

どのような経過を経て守
31 29.4 29.4 404.02 

32 30.4 30A 430.82 
られていたかに関しては

33 31.6 31.6
1 

429.02 
今日まで評にされてよい

34 33.8
1 

33.8 459.50 
がその理由として次の3

}，f，i.すなわち，

1. てん菜の基準買上げ価格決定方法の非合理性

2. てん菜製糖企業の不振

3. 北海道農業転換の手段としてのてん菜政策
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第1図主要作物生産物

So.ooパ 単位当U市場価格の

第2表主要作物の反当収益性比較

(昭和9年-11年平均)

4貝・・・

-

1.'“" 

s・.

推移(昭和9-11年

平均=100)

一一_1同事“
一一一-t~"" 宇
ー一一一陣取"... 
u ・・ 3い己主

1$ 1.0 :tS .，・，

1反 7月 J.i当 主を 'j¥
1粗収入 1生産費 l 収読

てんさい! 2t幼J d判-J738
ば'i1し、しょ 28.23 25.27， 2.96 

だいず 11.60 12判-0.68 
えん RI 13.90 11.55 2.35 

注:北海道:主要農産物生産費調伐より

資本利子，公税公課及び副広物を

合まないη

を指適することができる。これらは

それぞれ密接な関係を持っていたも

のであるが，ここではそのおのおの

について考察してみることとする。

(1) てん菜基準買上げ三原価格

決定方法の非合理

一一決定のメカニズムを視点として一一

初期における原料てん菜買上げ価

格決定に関する事情は汗かならざるも，製糖企業体独自のJ十両に基いたといわ
れている。そこで考慮された大きな要素は市場における砂糖価格，台湾ft庶栴

第3表てん菜1，000斤当リ契約価格

(大jE8年~昭和20年)

1， 000 斤 :~L~ ~.:OO?斤白川 1，側斤切
一一一一」胆一民 ~l型一一一一一」ι並_J旦L!: 価格(円)

大正 8年 8.00，昭和 4年 7.001昭和13年「

9 8.001 5 7.00" 14 

10 7.00 6 5.00'1 15 

11 7.00 7 6.00 16 

12 7.∞ 8 5.50" 17 

13 

14 

昭和 2年!
3 

7.00 9 5.501 18 

7.001 10 5.50: 19 

7.00i 11 6.00'1 20 

7.001 126.501  

注:拙著:甜菜及甜菜糖業P.28より n
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の生産価格並に砂糖消費税などであるO

'主際てん菜の生産費調査などの資料を価格決定の九七準として考慮されたのは

設丘後間もなく遭遇したてん菜製糖工業界の危機放済と，北海道畑作農業の転

換を助長するために設けられた北海道機務部がてん菜の基準価格に対する基本

(j'015・えノJを挺附されたのにはじまるのものである。この調子tは大l[9年より11

年にいたる 3ヶ年について，当時てん菜主産地であった十勝，北見，網走市周

辺及び上川にて調fi(注:第4表の 2参照)したものの分析結呆を基礎とし，

次の要領にしたがって第3表のごときものを決定したのである。

1Mして北海道はこの数伯 42fIJ014をてん来政t0の限界地生産投とし又そのμ
42，014 

1止を反当り3，000斤ーとしたのであるO かくて1，000斤当り生産費は一一一ニ14.004
3，000 

円によって想論的に向られたのであったが，ここでは克に次のごとき考慮 rt!IJ

チ1，000斤当リてん業法準価格ハ 14.004円ナリ是レロ11チ経済学上ヨリ見タル理

品(1'0基準価格ナリ然ルニ之ヲ現下民業ノゾミ↑庁ヨリ考慮スレパ労働ハ始ド臼家労

働ニシテ所謂生底究ニハ之ヲ合イ3・七ザルヲ常トスO 仰テ之ヲ rmJ己価格ヨリ差引

グトキハ全生産費 42.014円、一労働賃銀〔自家)21.692 =実際生産費 20.422{乃

テ之ヲ 1，000斤均リニ換算スルトキノ、 6.807円トナルベ、ンO 以上ハ労働力ヲ全

部自家労働に依リタルモノトナシタルモノナリ即チてん菜基準価格ハコノ場合

6.807円トナリコノ価格ノ、不IJ澗4分8厘ノ場合ナルヲモツテ最低価格ト見テ差

支ナク所謂殆ド利得ナキ場合ノ価格ナリ故ニ実際ノ市場売買価格ハ之ヨリ幾分

カ高価Aナルベキj丘.fif[ナリ」このてん菜買上価格基準がどのような影響力を持っ

たかについては洋かではないが， この基準UH6.807円は可成り決定的意義を持

ったもののごとくその後昭和7年にいたるまで 1，000斤当り買上げ価格を 7円

に固定していたことの故も!主要な基礎と考へられるO

第4表の1 てん菜価格基準設定基礎生産費

円 l

O労働託金 21.692 建物資本利子 0.336 I 肥料資本利f 0.968 
緋鋤整理費 4.992 建物償却費 O附! 種子資本利子 O仏川.1臼5

建物維持費 0.1ロ23i J福穐施肥質 2.472 
管2 理費 4.410

収穫伎 3.245

運般質 6.570

0資本 18.298
土地資本利子 2.215 
(地代)

I~兵資本利子

農具償却]費

農具維持資
家畜資本利子
(剣古賀込)

0.232 

0.369 

0.295 

0.936 

注:北海道:てん来ノ基単価格ニ対スノレ考察(其ー〕
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第4表の2 てん菜価格基準設定基礎調査結果表

3.120 0.300 

2.500 

3.200 

2.02000 01J  1 
4.000 0.700 

i!:: iiij掲資料より p

記述するまでもなくこの広準ft!i決定には版めて大きなz浜りを位していること

が指適出来る。すなわち

r..... 現下農業/実情ヨリ号l在スレパ労相j ハダih ト n 家労働ニシテ所r;~'t庵費ニ

ハ之ヲ合有セザルヲ常トス」と，労働の{面的をことごとく削除，しているが，民

業労働の価値を全く認めざるような生産費算定一位に基準目上価格決定Jiiとはい
かなる時代といえども認め件ざるものである。もし家族!万'働なる放をもって考

!さされぬとするならば，農業生庄の継続は当該年のみをもって打ち切られるこ

ととなろう。何故ならば，農業経営成果は高度に発注した生産にあってもその
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3分の 2程度が労働に同凶するものであるとともに， これこそ経営の永あ凶γj~

践的意義を持つところのものとなるからである。この'1:':の検証は，上掲表から

労働部門を取り除く時生庭が行われるか杏かを考えるだけでIlfJらかであろう。

設りの第二は， u:当り以信:基準の推定これであるO 、月談時代におけるてん菜
作付はA主催等地に立地していたにもかかわらず，その!ぷ吋以E:は大正 9~下が466

斤，大正 11:eFが1，840斤の趨勢にあり，その後の北海近てん菜の拡張が傾めて
困難であることを付け加えながら 3，000斤を此ちに推定したこと， 同してこの

法礎を実際の民業経岱よりも立地と裁培経験に恵まれた農業試験場の閥均試験

成績に多くを件ていた点これである。

かくて過去における北海道の原料てん菜価格はこの誤またれた考えにもとづ

く法礎被告に出発したものでその後の価格規則の大きな照山となったものと考

える。すなわち ~lT1和 6 年以降のてん菜価絡の低さは世界経済の不長気にもとづ

く一般農産物価格の低下に直接的原悶があるが，てん業に及ぼした実質師絡の

お:しい低さは実に上に掲げた基準価院決定の資料にもとづいたと考えられる。

この影響は明和 12年以降の戦時経済時代も-('tし他の師絡が年々上昇する!日]

も偏りてん葉価格だけは昭和 18年にいたるまで侃置かれていたのであるO

昭和 19年にし、たり台湾砂糖の本国移出が極めて困難なすr'1育にいたり政府は
国内砂糖の生産の維持明大のためてん菜買上げ価格の引上げを一挙に 50.%認

めることとしたがその水車は競争作物馬鈴警の単位価格の 7分の 1にすぎなか

ったのである。

日日和20年以降におけるてん菜価格の決定は従来会とや Lその趣きを異にし続

争作物と考えられた馬鈴袋の労働報酬と同等水準の労働報酬がてん菜の生定労

働に分配されるごとく(昭和20年)，又馬鈴著の反当粗収入と同等水準を認め

ようとする考慮(昭和21，22年〉がなされるなどてん菜価格決定がようやく正

しい考慮に出琵することとなったのであったが，昭和23年には再び当初の誤ま

てる基準に規定されていた1l{1和9，10， 11年の平均価格を馬鈴薯のそれと比例

せしめて決定したのであるO これらの事情を時代別に分類しながら考祭すると

次のごとくである。

a) 昭和20年産

決定価格 1，000斤につき 34.50円

物価局の算定基準によるてん菜の反当り生産費及び北海道馬鈴薯の 19年9

n~12月@価格及び農業会調査生Pê:flを基準として馬鈴警とてん菜の労働報酬

を均等ならしめるようてん某の価格を決定した。

i) 庭先価格

-178ー



馬鈴脅10j't 
円 淫i'i 依It 反収 't:tt~ 自主f労働 i'] 

2.40ー(15室長十30銭)x 37.5311<一(76.31ー17.25)
一=2.405.88 (投下労働盈)

てんさてんきてんさいてんZぃ
円 い反収い価格生産伐自家労賃

2.300 x x-78.43-25.50 
2.40= -8.5 (てんさい投下労働量〉

x=31.88円

18円(反)
i) 運搬費 量.3-=7.82円

iii) 北海道から主出される奨励貸

1，000斤につき 5円

iv) i)十ii)-iii) 34.70円-ー34.50f'j 

昭和21年産

決定価絡 1，000斤につき 600 Pl 

算出基礎

① .\~f令湾い III奨励金加算の場 fT

16.20円
zz~15，OOOfF×25依=270円

② 待通の場合

13.20円
三x 25 f1<=220円15，000斤

①+②+2 =245 f']:=o250 p] 

lXSJ台湾価係 10ft 24円 1俵 15 rt 36円
36円x25 (t 

x --1=600円15，000斤

日目和22年用

決定価格(前年制置)1，000斤当り 600 PJ 
開布]231t勺摂

決定価格 1，000斤につき 1，310円

算出基礎

① ~U.伝道の.l.!5i合管小樽市J~ー卸売{出i絡 (101'1'につき)
円

IlYl和 9年 0.90

昭和 101ド 1.51 

昭和 1H子 1.78 

平均 1.396 
円円

産地価格は1.396x 100 = 0.97 
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0.97円-0.09円(二前提代)=0.88

173.40円(現行保価格)-7-0.88[lJ = 197 {庁ー200倍

② てん菜似li格

6.55 [lJ (昭和9，10，11'"下、y均てんあ帯地frlli栴)x 200 = 1，310円

b) 昭和 24年より昭和26年まで

昭和23年 10Jl， 11本政府は G.H. Qの覚 I与を受けとり従Jlfの生戸医者てん菜

rt上げ価格の宵fE)j法を改め次の公式 O.!5鈴符価格との均衡計算)に従わしめ，
昭和24年生尿てん菜より適用したのであるO

本年度の馬鈴符価終
前年度のてんさいIIiIi栴× ー=本年度のてん菜価終

i)年度のlfj鈴持{苅十件

この公式によって，てんJ別lIi絡ははじめて他作物との均衡がJlTIdi命的に見出さ

れることとなったのであるが，特約契約作物てん菜市場と他作物生成物市場の

tHlには，真に均衡化をもたらすがごとき 'Ii:'ll'fがなかった為にてん荒価格は開和

26年にいたるまで実質的には従米と同様その師舶を実現するにいたらなかった

のである O 前記同様frTIi絡決定刀法とおり呆を示すと次のごとくである。

24 年産

決定価格 1，000斤につき 1，612円

算出基礎

213.40円 (24年底馬鈴湾価格〉
1，310 I可(23年てん菜価格)xー =1，612円173.40円 (231]".産馬鈴開IIfi栴〕

25 年産

決定価終(前年制置)1，000 Fr'当り

26 年産

1.612 rl 

決定価格 1，000斤につき 2，000円

算出基礎

265.31円(昭和24年産馬鈴鞘1m格)
1，612円× 一 一一 =2，004.12円

213.40円(昭和23年!iI"xra令夜fltfi栴)
(ilJ 昭和 26 年斥H~jì令持推定価栴 265.31 円の広陵

318.33円x100 =222.83円

(小侍di場 12('t'liり)

応鈴蒋{而務 'l:P王者側終

222.83円一12.60円=210.23円

包装代

(24.9パリテイ指数)

230 
210.23円×ー一-1否2.2一一一一=1.262=265.31円
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(20.9パリテイ指数)

以I二昭和26年にし、たるてん菜買上げ価格決定における指導機関の f里論的背

討を見定めたのであるが，価格決定の理論に大きな誤りのあることを見出した。

かくてこの事は前項に掲げた価値実現を苦しく低めていた大きな理由となった

のである。尚，前掲第 1表においててん菜生産費がその組収益においてカバー

されなかった年の大部分が乎均反収3，000斤以下であることも苛初の広準価格

決定における訴まれる 10アールヨり収量の推定にも大きな原悶があると云っ

て良いであろう。

(2) てん葉企業の不振

もとより企業の法HlJは最大の利潤を追求するため原料並にその他の購入を出

米f!?る限り低い師で購入しようとするであろうが，それにはおのずから限界が

ある。てん菜糖工業のi生協よりすればそれは企業の目標を遂行するために必要

な所要原料の円滑な供給をその生産からもたらされることを必要とするO

しかし生産者にとって重要なのはてん菜の殺培ではなくその生産によっても

たらされる叛酬のJ::.いさが他の作物の裁培に比し多いということのみであるO

製階企業にとっては，前項にみたごとき価格のもとでは必要原料の十分な供給

長;期待は極めて困難であることも理解していたのであるがこれに対し債械的な

口I二価格の改正を行し、作なかった理由は，時の良業政策にもあるが原料不足を
即ιuとして累積していた企業そのものにあった。すなわち各製糖工場とも大正
9年自Ij業より昭和の初期にいたるまでは年々負債を:果的し続け，その後も昭和

25年にし、たるまで常にー危ー愛の企業を続けていたのである。戦後は更に悶

難な事情が加わった。それは戦時中よりもより一層強化されたてん菜及びてん

菜備に対してなされた政府の統制政策これでそれらはてん菜生産目標に関する

要請と，品終生応物たる砂糖についての強力な管理統制はあったが価格問題は

もとより生e主資材の配給におし、て又長期の振興計両についても具体的なものが
示されなかった。加えてこの期における毘産物統制は農業生産名ーによる一般良

lぞ物の指定ルート外販売(ヤミ売り〉による矛IH~f ;>j，暗黙のうちに行われたが加工

を必要とするてん菜の指定ルート外販売は不可能となっていた。このような事

前のもとでは良業者はてん菜紋上高二を版度に怠み遂にその契約はてん菜絞培のた

めに割当てられた肥料，資材ーなどの有利作物への転用を口標とするものが多く

なり，実際の作付両院は契約面積を遥かに下廻ったばかでなく，最も粗放且劣

等地に絞培を移していたのでであるO このような事情のもとでの企業の実態は

ーパをもって表現するならば強力な統制にしばられたいわゆる単なる砂糖委託
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加工業としての営みであったともいうべきものである。

戦後のこのような事情は昭和26年度の砂糖輸入量jfi加，外国砂蹄市場の不

況，昭和27年における臨時物資需給調整法の廃止によって吏に困難な事態に遭

遇することとなった。

このごとくてん菜製糖企業はその有Ij伝から「甜菜生JIc:振興臨時措置法:日日和

28年1月913可決」まで 30布余年間その存立は， いわば単なる製糖加工事1当

者に近かったというべきもので，かかるもとでのてん菜糖業資本がてん菜価格

の改善を提唱し続けられていたとしてもそれは真のてん菜価格の引上げを実践

しようというよりも，現状価格の下における耕作農民の生庵意欲を損じない和

度のものであったというべきであろう。

(3) 北海道農業転換の手段としてのてん葉振興政策

第一次l止界大戦下におけるてん菜紋培並にてん菜糖業の復興計画の究機は，

第一次大戦下の砂糖不足と砂糖価格の異常な高値にあったが間もなく訪れた世

界砂糖価格の暴落と砂糖貿易事情の平常化によっててん菜製糖企業は創業2年

にしてその企業続行の困難さに遭遇したことは既に述べた。しかしこの危機は，

北海道農業それ自体の持つ内部問題の解決に資することが出米ると考えられた

ため製糖企業は当初意凶とした最大利潤の追求を割引しでも尚継続運営される

べき余地をあたえられたのであった。すなわち明治以降における北海道農業の

開発方式の欠陥一地力管理を無視した粗放掠奪農法ーが，戦後の農産物におけ

る価格暴落を媒介としてきわめて苛酷な現象となってあらわれ始めたことこれ

である。国はこの行詰った北海道の農業を転換させさらに開発をおし進めるた

めには，てん菜の持つ技術的特質を活用することによってその可能性があると

見込み，てん菜を中心とした畑作農業振興政策を樹立，膨大な事業を企l函したの

であった。しかしこの政策は予想のごとく惨透しなかったばかりでなくその尖

績も注かに計画を下廻った。その理由はこの政策の理念、に貫かれているところ

ですなわち，てん菜作物の農業経営上の第一の意義はその作物導入の経済的合

理性ではなしてん菜作物栽t百の持つ技術の昂揚によって地力を高めるとかて

ん菜の絞培が要求する技術を一般化することによって農業全般の改善が可能で

あるという論理に終始していたためで，てん葉そのものの紋培が農業経常の目

標に積極的に寄与するというがごとき施策方針が椛視されていたことが最も大

きな理由であったと考えられよう O その取扱いはまさに土地改良手段，技術改

良手段としてであったといってもいいすぎではなかろう。そうしてそのような

論理が，長期に瓦っててん菜価格を低い水準においていた根源であるともいえ

-182-



るのである。

111 昭和27年以降におけるてん菜経済

(1) てん菜生産振興臨時措置法の準備期並びに施行後

におけるてん菜価値の実現過程

以上にみられたてん菜農業はその導入の契機が糖業資本の利潤追求というと

ころにおかれたいわば糖業資本の北海道農業把握ともいうべき出発をしたので

あったが，その実態は工場の設立，創業とともに北海道農業行政の掌握下に転

じ企業自体の直接目標よりは，永き将来は於ける北海道農業生産性樋養への長

期対応の事業として長い時代を経過した。しかしこのような資本と行政の結合

による農業把握は多くの矛盾をはらみ資本の存続にとっても一つの限界があっ

た。それは資本損失の防止という消極的事態から資本の積械的損失という事態

に遭遇することにあった。すなわち，昭和27年3月をもって廃止された「臨時

物資需給調整法」によって，委託及び生産業者的性格を持っていたてん菜耕作

者並びにてん菜糖製糖資本が，次のごとき理由によってそのまま市場競争力に

は到氏耐えがたい世界砂糖市場の影響を受けねばならなかったのである。すな

わち

1 国内てん菜砂糖価格は輸入糖価格に比し高かった

2 国内砂糖需要の 94%は国外の輸入によっていた

3 国際砂糖価格は年々矯産される砂糖によって低下する傾向にあったこと

4 国内てん菜慌の生産コスト低下に対する予測は悲観的であったこと

このことは単なる製糖資本の問題ばかりではなかった。すなわち第一次大戦

前後に樹てられた，北海道農業指導の基本万針たる北欧式畑作農業経営の確立

に対する考え方が再び第二次世界大戦下の粗放掠奪民法への反省としても強く

なされていた時のことこれで，若しこれがそのまま無統制におかれると統制徹

廃を契機として予想される北海道良業指導上の混乱発生の免かれざるもののあ

ることを危倶し北海道はあげてこれが善処策を政府に要請するに及んだ。しか

しながら過去10数年にバるてん菜殺培の民業経質上に於ける実績は，政府をし

て将来の発展に尚疑問ありと印象づけていた。かくて政府は事態の急変JE化す

ることを避けるため「昭和27年度産圏内甜菜橋買上要綱」を決定し一応恒久

対策樹立を考慮して次のごとき持定措置を講じたのである。
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(2) 昭和27年度圏内定甜菜糖買上要綱

方針

国内産てん菜製糖の生産については原料甜菜の栽培が寒地農業の経営を合理

化する上から不可欠のものであると大・に園内における砂糖の最も大きい供給源、

である上からも重要なる意義を持っているが，昭和27年4月1日以降砂糖の配

給統制が廃止されることに決定し，昭和27年度以降は砂糖の買上げを行なわな

いことになるが，国際糖価の最近の趨勢に鑑み国内産てん菜糖は関税の噌徴に

かかわらず価格の上から圧迫をまぬがれないものと思考され，原料てん菜栽培

の維持も困難となる土砂糖の需給の上からも支障があるので将来基本対策を講

ずる必要があるが，差当っては圏内産甜菜糖に限り引続き昭和27年度も政府に

おいて買い上げるものとするO 但しこの措置は昭和27年度に限るものとする。J

とした。この方針にもとづくてん菜生産者庭先価格も根本的に改正を加えるた

め，これが単に従来の慣行要領に止ることなく次の如き大幅な修正をみたので

あるO

昭和27年庭てん菜

決定価格 1，000斤につき 3，000円

算出基礎

374 (27年度推定馬鈴薯価格〉
1 ， 112 円×一-2ÔOτ25-牛雇肩語薯偏終)'~=3 ， 014 円'-~3;OOO 円

J昭和24年度てん、
¥菜生産者価格 / 

昭和27年におけるてん菜価格は前述のごとくその価値実現に相応するもの

であったがその取扱いはあくまでも昭和27年1ヵ年の限定措置であったため

その後の安定を期する白的をもって「昭和27年度産国内産てん菜糖買上要綱」

を更に法制化する「園内産てん菜生皮助長対策案Jr甜菜糖業助長対策要綱J
等々の提出案の審議が各界からなされ，遂に昭和28年 1月9日法律第2号をもっ

て「甜菜の生産増強を図ることによって，寒地における農業経営の合珂イヒを推

進するとともに，国内における砂糖の供給量の駒大を期することを目的とする

(該法第一条)Jという「てん菜の生産振興臨時措置法Jの確立を見たのである。

てん菜価格は，この法律の第五条第二項の政府が買入れる「最低生産者価絡

は，政令で定めるところにより算出される価格を基準とし物価その他の経済事

情を参酌して定める」によってその具体的算定方法「てん菜生産振興臨時措置

法施行令(昭和28年4月30Fl，政令第83号)J第二条により次のごとく定め

たのである。
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第二条 法第五条二項の最低生産者価格の基準となる価格は，農業パリティ

指数に基き附録の算式によって算出される価格とする。

附則抄

1 この政令は公社1のuから施行する。
2 昭和28年度における第二条の規定の適用については附録の算式中 P，-1 

は千斤当り 3，000円とする。

s仕録

P，=P'-l・一/17-
P，は農業パリティ指数に基き算出されるてん菜の価絡
P'-lは，政府の買入の価格を決定しようとする年(以下「価格決定年J

という。)の前年のてん菜の最低生産者価格(法第一項の最低生産者価格を

し、う。)

1，は，価格決定年の良林大臣の定める月における良業パリティ指数

1'-1は，価格決定年の年々の農林大臣の定める期間における農業パリテ

ィ指数の算術平均的

繭米てん菜価格の決定は，この施行令に従っているのである。その具体的価

格決定は次のごとくである。

昭和28年庖

決定価格 1，000斤につき 3，050円

算出基礎

① 基準価格
112.88 (28.2パリティ舟数〕

3，000円(27年産てんぷ[出l絡)x 一 11記-:-40(2t.~ιーHf ，ド両一 =3，017円
パリティ指数)

② 勘案事項

生産費 1，000斤当り 3，229円(27年度生産費)x 100.43(パリティ上打率)

=3.243円

③ 競合作物との均衡

11..以 Iれ Ir!li 粗収入

馬 3台湾 345 j'1 35.33円 12，189 r斗

大 五1. 1.006ィi 70.83 7，125 

!J. 1.035 122.57 12，686 

3f: 、 'J. 1.040 108.33 11，266 

J三 1.025 49.00 5，023 

ヰ乙 均 9，658 

(9，658円+3，100斤)x 1，000斤=3，115円
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118.82 (28.2農林生産物価格指数)
3，115円×百長Rd戸首長林生産物価格指薮ア=3，119円

以上①に②，⑨を勘案して 1，000斤当り 3，050円とする。

このような価格決定の方法は，措置法の存在する間採用されて米たもので，

この方法に基づく価格水準とその経常経済性における評価は適切であったが，

砂糖の自由化，砂糖と競合する人工甘味品の増産，北海道民業の急速な変貌に

よって，適切な価格決定は民業生昆の側面からのみ出しがたくなっている。て

ん菜生産振興計画のあり方と関連せしめて新たな方法の見究めがなされなけれ

ばならないが，それらに関しては別稿に取纏める。

註 甜菜研究会研究報台第3号， m~農業の動態並びに変動要因に関する研究

(第一ー報) 昭和38年
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